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宋代の流刑と配役（辻）

一
　
問
魎
の
所
在

　
唐
律
の
刑
罰
体
系
、
す
な
わ
ち
、
答
・
杖
・
徒
・
流
・
死
の
い
わ
ゆ
る
五

刑
は
、
七
世
紀
前
半
に
そ
の
枠
組
み
が
定
ま
り
、
そ
の
骨
格
は
の
ち
の
開
清

律
に
ま
で
継
承
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
前
近
代
中
国
の
刑
制
は
、

唐
律
に
お
い
て
一
応
の
完
成
を
見
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

後
代
の
刑
罰
が
唐
律
の
規
定
そ
の
ま
ま
に
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
五
刑
の
実
態
は
、
隣
代
や
社
会
の
推
移
と
と
も

に
変
化
し
て
き
た
。
否
、
唐
律
が
行
用
さ
れ
て
い
た
時
代
に
お
い
て
さ
え
、

律
の
刑
制
と
現
実
の
刑
罰
執
行
と
の
あ
い
だ
に
は
、
焉
過
し
難
い
飛
離
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
唐
戸
を
は
じ
め
と
す
る
唐
朝
の
諸
制
度
は
、
南
北
朝
か
ら
唐
初
に
か
け
て

の
社
会
を
前
提
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
社
会
の
現
状
は
、
律
が
そ

の
形
を
整
え
た
時
点
に
お
い
て
す
で
に
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
唐

後
半
期
か
ら
宋
代
に
か
け
て
の
時
期
、
律
の
刑
制
は
、
三
代
に
完
成
し
た
そ

の
他
の
政
治
勧
度
と
同
様
に
、
激
変
す
る
社
会
へ
の
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ

　
　
　
　
①

た
の
で
あ
る
。

　
な
か
で
も
著
し
い
変
貌
を
遂
げ
た
の
は
、
徒
刑
（
有
期
の
強
制
労
働
）
と

流
刑
（
有
期
の
労
役
を
伴
う
強
制
移
住
）
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
刑
罰
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

律
の
刑
罰
体
系
の
主
要
部
分
を
構
成
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し

ろ
当
然
と
も
算
え
る
。
流
刑
に
関
し
て
言
え
ば
、
唐
代
に
お
い
て
す
で
に
、

現
実
に
執
行
さ
れ
る
刑
罰
と
律
の
規
定
と
の
あ
い
だ
に
は
相
当
の
懸
隔
が
あ

り
、
本
来
の
追
放
刑
的
な
性
格
は
こ
の
時
か
ら
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
言
っ

　
　
③

て
よ
い
。

　
新
た
な
統
一
王
朝
た
ら
ん
と
し
て
登
場
し
た
宋
朝
が
建
国
直
後
の
建
隆
四

年
（
九
六
三
）
七
月
に
制
定
し
た
刑
法
典
、
い
わ
ゆ
る
『
宋
刑
統
』
（
以
下
、

『
刑
統
』
と
略
称
）
は
、
周
知
の
如
く
、
唐
律
の
枠
組
み
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

継
承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
た
刑
罰
の
執
行
形
態
は
、
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唐
画
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
隅
じ
く
建
隆
四
年
三
月
に

制
定
さ
れ
た
「
折
杖
法
」
が
『
刑
統
』
に
採
用
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

折
杖
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
律
の
五
刑
の
う
ち
、
答
刑
・
杖
刑
は
骨
離
（
轡

打
ち
の
刑
）
に
、
徒
刑
は
警
部
（
背
中
を
打
つ
刑
）
に
そ
れ
ぞ
れ
換
算
し
て

行
な
わ
れ
、
流
刑
は
脊
杖
と
一
年
聞
の
配
役
つ
ま
り
強
制
労
働
（
加
役
流
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

場
合
は
三
年
）
に
読
み
替
え
て
執
行
さ
れ
る
（
本
稿
で
「
配
役
」
と
い
う
場

合
、
す
べ
て
こ
れ
を
指
す
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
徒
刑
は
労
役
刑
と
し
て
の

本
質
を
完
全
に
失
い
、
流
刑
も
そ
の
性
質
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
と
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

　
折
杖
法
は
、
北
斗
末
に
二
度
に
わ
た
る
改
正
を
経
た
も
の
の
、
そ
の
変
更

は
答
刑
・
杖
飛
・
徒
刑
に
限
ら
れ
、
し
か
も
玉
杖
か
ら
小
杖
に
変
更
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

答
刑
を
除
き
、
杖
打
数
の
減
少
に
止
ま
っ
た
か
ら
、
法
の
大
枠
は
宋
代
を
通

し
て
維
持
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
宋
初
に
定
め
ら
れ

た
『
刑
統
』
が
南
宋
滅
亡
に
至
る
ま
で
現
行
法
と
し
て
行
用
さ
れ
た
と
考
え

て
よ
い
な
ら
ば
、
宋
代
に
お
け
る
主
な
刑
罰
と
し
て
、
死
刑
の
他
に
、
智
杖
・

脊
杖
（
南
宋
以
後
は
小
風
も
加
わ
る
）
お
よ
び
配
役
を
考
え
る
の
は
ご
く
自

然
の
発
想
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
古
代
に
は
、
皇
帝
の
下
し
た
救
を
取
捨
選
択
し
て
編
ま
れ
た

「
編
敷
」
や
「
敷
令
格
式
」
と
い
う
、
『
刑
統
』
と
は
別
系
統
の
法
典
が
存
在

し
た
。
律
と
敷
と
は
基
本
法
と
特
別
法
の
関
係
に
あ
り
、
敷
に
規
定
が
な
い

と
き
に
、
律
が
補
充
的
に
効
力
を
も
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
川
村
算
筆
が
指

摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
敷
の
定
め
る
刑
罰
の
多
く
は
律
つ
ま
り
『
刑
統
』
の
五

刑
に
即
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
刑
罰
を
執
行
す
る
際
に
は
折
杖
法
が

適
用
さ
れ
る
。
男
爵
法
は
洲
雲
に
お
い
て
「
律
敷
双
方
の
法
定
刑
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

読
み
替
え
規
定
」
と
し
て
行
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
代
の

執
行
刑
と
し
て
ま
ず
念
頭
に
置
く
べ
き
は
、
や
は
り
轡
杖
・
脊
杖
（
お
よ
び

小
玉
）
と
有
期
労
役
刑
た
る
配
役
、
そ
し
て
折
冬
空
の
南
外
に
あ
っ
た
死
刑

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
従
来
、
宋
代
に
お
け
る
最
も
普
通
の
刑
罰
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
き
た
の
は
、
必
ず
し
も
こ
の
通
り
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
滋
賀
秀
三

氏
は
、
聖
代
の
刑
罰
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
宋
朝
の
支
配
が
確
立
し
て
平
和
が
恢
復
す
る
と
、
死
刑
に
該
当
す
る
無

　
　
闇
に
多
数
の
犯
人
の
う
ち
、
大
部
分
に
つ
い
て
死
一
等
を
減
ず
る
た
め

　
　
の
手
段
と
し
て
、
既
述
の
五
刑
の
上
に
新
た
な
刑
種
が
発
生
し
た
。
配

　
　
軍
（
注
記
は
省
略
）
、
編
管
、
導
管
な
る
刑
名
が
こ
れ
で
あ
り
、
総
称

　
　
し
て
編
配
と
い
う
。
（
中
略
）
宋
代
に
お
い
て
、
轡
杖
・
脊
杖
と
こ
の

　
　
編
配
と
が
最
も
普
通
の
刑
罰
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
唐
代
以
来
の
細
作

　
　
と
い
う
方
式
の
強
制
労
働
が
、
流
刑
の
読
替
え
と
し
て
建
前
の
上
で
は

　
　
残
っ
て
い
た
。
そ
の
執
行
方
法
を
定
め
た
宋
学
独
自
の
条
文
も
見
出
さ

　
　
れ
る
。
そ
れ
は
概
ね
島
蔭
の
規
定
を
踏
襲
し
て
は
い
る
が
、
婦
人
に
は
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宋代の流刑と配役（辻）

　
　
居
作
を
課
さ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
点
な
ど
は
唐
令
と
異
る
。
し
か
し

　
　
混
晶
に
、
宋
の
敷
一
そ
れ
は
部
分
的
に
し
か
伝
存
し
て
い
な
い
が

　
　
一
を
見
る
と
、
し
か
じ
か
の
罪
が
律
に
照
ら
し
て
流
に
当
る
な
ら
ば
、

　
　
こ
れ
を
畑
道
に
処
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
箇
条
が
少
な
く
な
い
。
そ
し

　
　
て
、
盗
犯
が
編
章
に
処
さ
れ
る
場
合
に
は
居
作
を
免
除
す
る
と
い
う
一

　
　
箇
条
が
あ
る
。
か
よ
う
な
敷
の
規
定
に
よ
っ
て
、
流
の
折
憲
法
に
よ
る

　
　
読
替
え
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
滋
賀
民
に
よ
れ
ば
、
配
軍
は
繭
…
軍
（
雑
役
部
隊
）
へ
の
編
入
、
煙
管
は
「
遠

隔
地
に
押
送
し
て
、
そ
の
地
で
自
主
的
に
生
計
を
立
て
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の

地
の
地
方
官
庁
の
監
察
下
に
お
く
」
刑
罰
で
あ
る
。
編
管
の
者
は
毎
月
出
頭

し
て
点
呼
を
受
け
る
義
務
を
負
う
だ
け
で
日
常
生
活
は
一
般
市
民
と
異
な
ら

な
い
。
愚
管
は
、
編
管
に
似
て
そ
れ
よ
り
監
察
の
程
度
の
緩
や
か
な
も
の
を

　
　
　
　
　
　
⑨

言
う
と
思
わ
れ
る
。
編
配
は
い
ず
れ
も
無
期
刑
で
あ
り
、
家
族
の
随
行
が
許

さ
れ
る
。
滋
賀
氏
は
、
編
網
を
こ
う
解
説
さ
れ
た
上
で
、
轡
杖
・
鹿
杖
と
並

ぶ
、
宋
代
の
「
最
も
普
通
の
刑
罰
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
折
杖
法

に
お
け
る
流
刑
の
代
替
刑
を
一
部
を
構
成
し
て
い
た
配
役
に
つ
い
て
は
、
極

め
て
消
極
的
な
評
価
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
流
犯

は
折
杖
法
に
基
づ
き
脊
杖
を
執
行
さ
れ
た
の
ち
編
配
に
処
さ
れ
、
居
作
は
免

除
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

　
滋
賀
氏
が
「
最
も
普
通
の
珊
罰
し
と
さ
れ
た
刑
罰
の
う
ち
、
磐
杖
と
脊
杖

は
折
杖
法
に
基
づ
い
て
執
行
さ
れ
る
刑
罰
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
「
普
通
の
刑

罰
」
に
挙
げ
て
お
き
な
が
ら
、
同
じ
く
昏
昏
法
に
お
い
て
流
刑
を
読
み
替
え

て
執
行
さ
れ
る
配
役
を
除
外
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
、
脊
杖

の
後
の
「
配
役
」
が
現
実
に
行
な
わ
れ
た
事
例
が
な
い
こ
と
や
、
宋
人
の
言

葉
に
配
役
を
「
昔
の
こ
と
」
と
す
る
口
吻
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
、
そ
の

　
　
　
　
　
⑯

理
由
と
さ
れ
る
。
滋
賀
氏
は
、
配
役
を
折
画
法
の
規
定
に
は
見
え
る
も
の
の
、

実
際
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
刑
罰
と
位
置
づ
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　
か
か
る
滋
賀
氏
の
見
解
は
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
、
も
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

や
定
説
と
な
っ
た
感
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
に
は
い
く
つ
か
脈
に

落
ち
ぬ
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
氏
は
、
配
役
が
「
無
配
と
の
関
係
上
必
ず
し

も
実
行
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
．
れ
な
い
」
と
雷
わ
れ
る
が
、
宋
初
に
お
け

る
配
軍
の
位
置
づ
け
や
そ
の
成
立
過
程
を
考
え
る
と
、
に
わ
か
に
は
同
意
し

が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
面
杖
法
が
施
行
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
と
孤
軍
が
死
刑

に
次
ぐ
重
刑
と
し
て
宋
朝
の
刑
罰
体
系
の
申
に
組
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
時
期
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
間
に
は
、
若
干
の
時
間
の
ず
れ
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
川
村
氏

の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
二
代
に
お
い
て
も
筈
・
杖
・
徒
・
流
・
死
の
唐
紅
的

な
五
刑
が
法
定
刑
の
根
幹
で
あ
り
、
折
杖
法
は
五
刑
を
現
実
的
な
執
行
刑
に

読
み
替
え
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
五
刑
的
な
刑
名
が
確
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定
し
た
の
ち
実
際
に
刑
罰
を
執
行
す
る
段
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
折
州
法
に

よ
る
刑
罰
の
読
み
替
え
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
折
漁
法
は
、
明
代
に
お

い
て
「
律
敷
双
方
の
法
定
刑
に
関
す
る
読
み
替
え
規
定
」
で
あ
っ
た
と
言
え

　
⑬

よ
う
。
と
す
れ
ば
、
流
刑
に
関
し
て
も
折
乗
法
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
て
「
弓

杖
＋
配
役
し
に
読
み
替
え
て
執
行
さ
れ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
、
む
し
ろ
自
然

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
童
で
は
、
滋
賀
説
の
依
拠
す
る
資
料
を
再
検
討

す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
宋
代
、
折
杖
法
の
も
と
で
流
刑
が
ど
の
よ
う
に
執

行
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
規
定
上
は
脊
杖
の
後
に
課
さ
れ
る
は
ず
の

配
役
を
中
心
に
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

①
　
滋
賀
秀
一
二
「
刑
罰
の
歴
史
－
東
洋
一
」
（
荘
子
邦
雄
・
大
塚
均
・
平
松
義
郎
編

　
『
飛
罰
の
理
論
と
現
実
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
所
収
。
以
下
、
滋
賀
「
刑

　
罰
の
歴
史
」
と
略
称
）
一
〇
一
頁
。

②
た
と
え
ば
、
仁
井
田
陞
「
中
之
に
お
け
る
刑
罰
体
系
の
変
遷
1
一
と
く
に
『
自

　
由
刑
』
の
発
達
－
」
（
『
中
国
法
制
史
研
究
刑
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

　
五
九
年
。
以
下
、
仁
井
田
「
刑
罰
体
系
」
と
略
称
）
五
一
頁
、
滋
賀
「
刑
罰
の
歴

　
史
」
九
四
頁
な
ど
。

③
　
拙
稿
「
唐
代
流
刑
考
」
（
梅
原
郁
編
『
中
国
透
世
の
魚
鱗
と
社
会
』
京
都
大
学
人

　
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
三
年
、
所
収
。
以
下
、
辻
「
流
刑
考
」
と
略
称
）
。

④
　
翔
村
康
「
瓶
代
黒
崎
法
初
考
」
（
『
早
稲
田
法
学
』
六
五
－
縢
、
一
九
九
〇
年
。

　
以
下
、
川
村
「
折
杖
法
」
と
略
称
）
八
一
～
八
四
頁
。

⑤
川
村
康
「
政
和
八
年
折
杖
法
考
」
（
杉
山
晴
康
編
『
裁
判
と
法
の
歴
史
的
展
開
』

　
敬
文
堂
、
一
九
九
二
年
、
所
収
）
を
参
照
。

⑲
　
翔
村
「
折
尾
法
臨
一
℃
O
頂
。

⑦
滋
賀
「
刑
罰
の
歴
史
」
一
〇
三
頁
。

③
　
拙
稿
「
重
言
の
配
流
と
配
軍
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
五
ニ
ー
三
、
一
九
九
三
年
。

　
以
下
、
辻
「
配
軍
」
と
略
称
）
を
参
照
。

⑨
滋
賀
「
刑
罰
の
歴
史
」
一
〇
三
頁
。

⑩
　
滋
賀
「
刑
罰
の
歴
史
」
一
〇
三
頁
。

⑧
　
た
と
え
ば
川
村
「
折
画
法
」
も
、
滋
賀
説
に
依
拠
し
つ
つ
「
流
刑
に
代
替
さ
れ

　
る
べ
き
配
役
は
、
実
は
編
配
と
の
関
係
上
必
ず
し
も
実
行
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え

　
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
（
八
三
頁
）
、
ざ
ら
に
、
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
（
以
下
、

　
『
長
編
』
と
略
称
）
や
『
宋
会
要
送
稿
』
（
以
下
、
『
宋
会
要
隔
と
略
称
）
な
ど
の

　
史
料
に
お
い
て
、
「
脊
二
十
配
役
」
が
科
せ
ら
れ
る
べ
き
場
合
に
も
お
お
む
ね
杖

　
の
執
行
後
に
は
編
配
が
科
さ
れ
て
お
り
、
現
実
に
配
役
が
行
な
わ
れ
た
事
例
は
未

　
だ
見
出
せ
な
い
と
さ
れ
る
（
九
〇
頁
）
。
　
竃
。
囲
三
σ
q
簿
”
切
夷
貯
春
闘
§
¢
§
糺

　
O
ミ
ミ
§
い
§
蝿
G
ミ
§
．
0
9
旨
葺
ご
σ
q
o
⇔
蝕
く
。
話
一
な
勺
憎
。
ω
。
・
℃
O
曽
§
σ
嵩
£
ρ

　
お
り
・
。
．
も
こ
れ
と
同
じ
立
場
に
立
つ
。
ま
た
王
雲
海
主
翼
『
宋
代
司
法
制
度
瞼
（
河

　
南
大
学
出
版
社
、
㎝
九
九
二
年
）
も
、
折
重
事
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
配
役
の

　
実
際
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

⑫
詳
細
は
、
辻
「
配
車
」
二
～
一
二
頁
を
参
照
。

⑬
用
村
「
弓
杖
法
」
九
二
～
一
〇
〇
頁
。

二
宋
代
の
流
刑

　
滋
賀
氏
に
よ
れ
ば
、
折
写
照
に
よ
る
流
刑
の
読
み
替
え
が
そ
の
ま
ま
適
用

さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
配
役
（
三
一
）
は
編
配
と
の
関
係
上
必
ず

し
も
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
か
か
る
見
解
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た

①
は
、
β
療
代
の
漱
に
は
傭
の
疏
剤
を
編
鷹
に
読
み
潜
沈
黙
こ
と
を
定
訪
烹

132　（792）



栄代の流刑と配役（辻）

簿
条
が
少
な
く
な
じ
こ
と
い
口
流
狙
が
続
配
に
処
さ
れ
る
掛
合
に
は
暦
伶
を

免
除
す
る
と
規
定
し
た
条
文
が
存
在
す
る
こ
と
、
⇔
三
代
人
士
の
言
に
居
作

の
こ
と
を
昔
の
こ
と
と
言
い
な
す
口
吻
が
晃
ら
れ
る
こ
と
、
の
三
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
果
た
し
て
本
当
に
滋
賀
説
の
支
え
と
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。　

編
組
（
配
軍
・
編
管
・
覇
管
）
は
、
対
象
と
な
る
罪
人
を
何
ら
か
の
か
た

ち
で
国
家
が
管
理
・
監
督
す
る
こ
と
か
ら
、
「
配
隷
」
と
い
う
範
瞳
で
一
括

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
配
隷
」
と
題
さ
れ
た
『
二
会
要
』
刑
法
門

四
に
、
本
来
は
別
個
の
刑
罰
で
あ
る
配
軍
や
編
管
な
ど
に
関
係
す
る
資
料
が

ま
と
め
て
魏
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
資
料
は
お
お
む
ね
年

代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
北
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
総
論
め
い
た

文
童
・
が
配
さ
れ
て
い
る
。

　
　
国
朝
、
凡
そ
罪
を
犯
さ
ば
、
流
罪
は
決
し
詑
れ
ば
配
役
す
る
こ
と
旧
条

　
　
の
如
し
。
杖
以
上
の
情
重
き
者
は
、
刺
面
と
不
刺
藏
と
有
り
、
本
州
の

　
　
牢
城
に
配
し
、
傍
お
各
お
の
地
里
の
近
遠
を
分
か
ち
、
五
酉
里
、
千
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
以
上
、
及
び
広
南
・
福
建
・
荊
湖
の
別
あ
り
。
（
下
略
）

　
こ
の
飛
法
門
四
は
、
『
永
楽
大
典
』
巻
皿
五
一
六
八
、
配
か
ら
の
抄
録
で

あ
る
。
も
と
の
釣
魚
が
宋
代
に
編
ま
れ
た
い
ず
れ
に
該
蜜
す
る
の
か
は
未
詳

で
あ
る
が
、
最
も
早
く
成
立
し
た
「
新
修
国
朝
会
要
」
一
五
〇
巻
が
進
上
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
た
の
が
仁
宗
の
慶
暦
四
年
（
一
〇
四
四
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
記
さ
れ

て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
建
国
か
ら
し
ば
ら
く
客
間
を
経
た
時
期
の
状
況

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
注
租
さ
る
べ
き
は
書
き
出
し
の
部
分

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
流
罪
を
犯
し
た
者
は
、
「
二
条
」
の
通
り
、
杖

刑
（
お
そ
ら
く
は
脊
杖
）
を
執
行
さ
れ
た
の
ち
労
役
に
服
す
る
こ
と
に
な
つ

　
　
④

て
い
た
。
騒
条
と
は
、
『
刑
統
』
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
建
隆
四
年
の
折
杖

法
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
折
墓
園
に
基
づ
い
て
流
量
を
「
脊

杖
＋
配
役
」
と
読
み
替
え
て
執
行
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
宋
代
の
あ
る

時
期
ま
で
は
、
刑
罰
執
行
上
の
根
本
原
則
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
よ
う
な

の
で
あ
る
。
孫
爽
『
律
音
義
』
の
記
述
は
、
こ
れ
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
書
は
、
仁
宗
の
天
聖
七
年
（
一
〇
二
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
刑
統
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
注
解
書
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
爵
・
流
の
条
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ

　
　
皇
朝
建
隆
四
年
、
制
む
。
徒
を
犯
す
者
は
杖
を
加
え
て
役
を
免
じ
、
流

　
　
を
犯
す
老
は
杖
を
茄
え
て
留
住
せ
し
め
、
三
流
は
倶
に
役
す
る
こ
と
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
年
、
加
役
流
は
役
す
る
こ
と
三
年
な
り
。

と
あ
る
の
は
、
当
時
、
流
罪
人
を
留
住
、
つ
ま
り
現
住
地
に
留
め
て
労
役
に

服
さ
せ
る
決
ま
り
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
霊
智
法
の
本

文
規
定
に
は
な
い
、
こ
の
よ
う
な
施
行
規
則
に
糧
当
す
る
よ
う
な
こ
と
が
仁

宗
朝
に
編
ま
れ
た
律
の
公
式
注
解
書
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
折

杖
法
の
読
み
替
え
規
定
が
流
刑
に
つ
い
て
も
耳
擦
そ
の
ま
ま
行
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
駿
す
る
も
の
で
あ
る
。

133　（793）



　
『
宋
会
要
』
は
次
に
、
い
わ
ゆ
る
配
軍
刑
が
科
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
律
（
『
雄
蜂
』
）
或
い
は
敷
（
下
調
な
ど
）
に
よ
っ

て
量
刑
す
れ
ば
杖
以
上
に
該
当
す
る
け
れ
ど
も
、
情
状
を
勘
案
す
れ
ば
『
刑

統
』
に
基
づ
く
刑
を
科
す
る
の
で
は
軽
き
に
失
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

牢
城
営
な
る
雑
役
部
隊
に
送
り
込
む
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
の
地
方
の
宮
城

営
に
編
入
さ
れ
る
か
は
、
そ
の
時
代
と
罪
状
と
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
大
雑

把
に
言
え
ば
、
最
初
は
「
本
州
し
つ
ま
り
現
住
の
州
の
部
隊
に
編
入
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
の
ち
に
は
距
離
の
遠
近
に
よ
っ
て
刑
罰
の
軽
重
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
配
軍
人
に
は
刺
面
（
顔
面
へ
の
入
れ
墨
）
を

行
な
う
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。

　
要
す
る
に
『
宋
会
要
』
の
記
事
に
拠
れ
ば
、
粛
軍
刑
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、

軽
罪
以
上
の
「
情
重
き
者
」
つ
ま
り
法
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
刑
罰
が
そ
の

罪
状
に
比
し
て
不
当
に
軽
す
ぎ
る
者
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
者

に
は
、
流
罪
で
あ
れ
ば
穎
果
法
に
よ
り
「
脊
杖
＋
配
役
」
を
科
す
と
い
う
の

が
、
当
時
の
原
劉
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
年
代
の
敷
が
、

干
犯
を
編
配
に
処
す
る
よ
う
個
別
に
定
め
る
の
は
、
む
し
ろ
編
配
を
例
外
的

な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
た
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

　
さ
て
滋
賀
氏
は
、
思
置
が
編
配
に
処
さ
れ
る
場
合
に
は
愚
作
を
免
除
す
る

と
規
定
し
た
条
文
の
存
在
が
、
流
刑
の
折
杖
法
に
よ
る
読
み
替
え
が
ほ
と
ん

ど
適
用
さ
れ
な
か
っ
沈
こ
と
の
損
拠
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
澗
題
の
条
文
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
　
寝
て
流
を
犯
し
応
に
配
す
べ
き
、
及
び
婦
人
の
流
を
犯
す
者
は
、
並
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
に
脊
杖
二
十
に
決
し
、
厚
作
を
免
か
る
。
除
は
本
法
に
依
る
。

す
な
わ
ち
、
律
あ
る
い
は
敷
に
よ
れ
ば
流
罪
に
相
当
す
る
罪
で
あ
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

何
ら
か
の
理
由
で
配
意
刑
が
科
さ
れ
る
場
合
、
お
よ
び
女
子
が
流
罪
を
犯
し

た
場
合
に
は
、
折
護
法
に
よ
る
刑
の
読
み
替
え
の
う
ち
脊
杖
二
十
の
み
が
執

行
さ
れ
、
居
作
つ
ま
り
配
役
は
免
除
さ
れ
る
。

　
配
軍
刑
と
は
本
来
「
減
死
　
等
の
刑
」
、
　
つ
ま
り
皇
帝
の
実
質
的
判
断
に

よ
っ
て
特
に
死
一
等
を
減
じ
て
科
さ
れ
た
刑
罰
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
配
軍
が
宋
代
の
刑
罰
体
系
に
法
定
刑
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
の
は
、
太
宗

　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
時
代
か
ら
で
あ
る
。
の
ち
、
個
々
の
犯
罪
に
つ
い
て
配
軍
に
処
す
る
場
合

が
敷
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
真
宗
朝
か
ら
仁
宗
朝
を
境
に
、
律
の
五
刑
を
柱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
し
て
形
を
整
え
る
に
至
っ
た
。
配
管
刑
を
適
用
す
る
揚
合
に
は
、
『
慶
元

条
法
事
類
』
（
以
下
、
『
条
法
事
類
』
と
略
称
）
所
収
の
条
文
に
し
ば
し
ば
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
よ
う
に
、
五
刑
を
配
軍
に
読
み
替
え
る
旨
そ
の
つ
ど
明
記
さ
れ
る
。
配
役

を
免
除
し
て
編
配
に
処
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
こ
の
よ

う
に
逐
一
規
定
す
る
必
要
な
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
。
配
軍
さ
れ
る
場
合
に

居
作
が
免
除
さ
れ
る
の
は
、
敷
に
よ
っ
て
五
刑
以
外
の
刑
罰
を
科
す
る
よ
う

特
に
定
め
ら
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、

女
子
に
対
す
る
儲
役
免
像
は
、
汰
宗
．
埣
化
四
年
（
九
九
三
〉
の
詔
に
基
づ
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宋代の流刑と配役（辻）

　
　
　
　
　
⑭

く
も
の
で
あ
り
、
以
前
は
男
子
と
同
じ
く
労
役
に
服
し
て
い
た
。
要
す
る
に
、

流
刑
の
読
み
替
え
に
伴
う
労
役
の
免
除
規
定
の
存
在
を
も
っ
て
、
配
役
が
実

際
に
は
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
証
し
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
宋
代
人
士
の
言
に
居
作
を
昔
の
こ
と
と
雷
い
な
す
口
吻
が
見
ら
れ

る
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
滋
賀
氏
が
拠
ら
れ
る
史
料
は
二
つ
あ

る
。
ひ
と
つ
は
、
神
智
の
煕
寧
三
年
（
一
〇
七
〇
）
に
中
書
門
下
が
「
刑
名

未
安
者
し
と
し
て
列
挙
し
た
問
題
点
の
う
ち
「
徒
流
面
杖
之
法
」
に
つ
い
て

述
べ
た
部
分
で
あ
る
。

　
　
一
、
徒
流
雛
杖
の
法
、
管
網
密
を
加
え
、
良
民
偶
た
ま
抵
冒
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
む
ち
う

　
　
有
ら
ば
、
便
ち
脊
を
杖
た
る
る
を
致
し
、
衆
の
醜
棄
す
る
所
と
な
り
、

　
　
終
身
の
辱
め
と
為
る
。
愚
頑
の
民
、
こ
の
刑
に
坐
す
る
と
錐
も
、
そ
の

　
　
ぎ
ず

　
　
創
製
旬
を
過
ぎ
ず
し
て
平
ら
げ
ば
、
則
ち
そ
の
痛
楚
を
忘
れ
、
又
た
椀

　
　
恥
の
心
無
し
。
惚
れ
を
以
て
そ
の
悪
を
懲
ら
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
若

　
　
し
徒
流
罪
の
情
理
愚
妻
に
非
ざ
る
者
を
し
て
、
洗
え
の
鞍
作
の
法
を
復

　
　
せ
し
め
、
如
し
赦
降
に
遇
わ
ぱ
、
止
だ
月
日
を
第
減
す
べ
く
ん
ば
、
良

　
　
民
を
し
て
則
ち
肌
虜
を
殿
傷
す
る
を
免
れ
し
め
、
但
だ
こ
れ
を
苦
使
し

　
　
て
、
歳
満
つ
れ
ば
則
ち
全
人
と
為
る
を
得
、
以
て
回
心
し
て
自
新
す
べ

　
　
し
。
頑
民
は
則
ち
こ
れ
を
両
蓋
に
囚
え
、
年
歳
を
経
歴
せ
し
む
れ
ば
、

　
　
善
良
を
侵
摂
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
か
く
の
如
く
ん
ぱ
則
ち
俗
に
品
格
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
期
有
り
、
官
に
給
使
の
利
有
ら
ん
。

「
徒
流
賦
質
之
法
」
と
は
雷
う
も
の
の
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
折
杖
法

施
行
に
よ
り
徒
刑
が
労
役
刑
で
な
く
な
っ
た
こ
と
が
惹
起
し
た
社
会
問
題
に

つ
い
て
で
あ
り
、
論
者
は
徒
刑
を
本
来
の
労
役
刑
の
姿
に
戻
す
よ
う
提
言
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
昔
の
こ
と
」
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
律
の
徒

刑
（
労
役
刑
）
に
他
な
ら
ず
、
折
杖
法
の
居
作
部
分
に
限
ら
な
い
。

　
い
ま
一
つ
滋
賀
氏
が
依
拠
さ
れ
る
の
は
、
南
画
・
淳
煕
十
一
年
中
一
一
八

四
）
の
刑
部
・
大
理
寺
の
上
奏
文
中
の
次
の
く
だ
り
で
あ
る
。

　
　
我
が
藝
祖
に
逮
び
、
五
代
の
苛
を
一
洗
し
、
猶
お
階
制
を
も
っ
て
重
し

　
　
と
為
す
。
是
に
於
い
て
悉
く
易
う
る
に
決
を
以
て
流
徒
杖
答
の
法
と
為

　
　
し
、
名
は
存
す
る
も
実
は
改
め
ら
る
。
加
役
流
よ
り
流
二
千
里
に
至
る

　
　
ま
で
そ
の
刑
四
あ
り
、
並
び
に
脊
杖
に
決
し
配
役
す
る
こ
と
差
有
り
。

　
　
謂
う
と
こ
ろ
の
配
役
と
は
今
の
所
謂
配
に
非
ら
ず
、
古
え
の
所
謂
徒
役

　
　
こ
れ
な
り
。
徒
三
年
よ
り
徒
一
年
に
盃
る
ま
で
そ
の
刑
五
あ
り
、
並
び

　
　
に
脊
杖
に
決
す
る
こ
と
差
有
り
。
面
し
て
尽
く
そ
の
無
役
の
年
を
免
か

　
　
　
　
　
⑯

　
　
る
。
（
下
略
）

滋
賀
氏
は
、
折
明
法
の
配
役
を
「
今
の
所
謂
配
に
非
ら
ず
、
古
え
の
所
謂
徒

役
こ
れ
な
り
」
と
説
明
し
た
部
分
に
、
叢
雲
が
配
役
（
居
作
）
を
昔
の
こ
と

と
言
い
な
す
口
吻
を
読
み
取
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
は
、
折
杖
法
が
流
刑
を

読
み
替
え
て
課
す
る
配
役
が
配
下
で
は
な
く
、
律
に
い
う
徒
役
（
居
作
）
、
つ

ま
り
有
期
の
労
役
刑
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
烈
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
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が
っ
て
こ
の
資
料
を
、
玉
杖
法
に
よ
る
流
事
の
読
み
替
え
が
そ
の
ま
ま
は
適

用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
滋
賀
氏
の
拠
ら
れ
る
資
料
が
「
流
の
早
早
法

に
よ
る
読
み
替
え
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
な
っ
て
い

た
」
と
い
う
推
測
の
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
折

杖
法
の
適
用
に
お
い
て
、
ひ
と
り
流
刑
の
み
を
例
外
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然

性
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
配
役
に
関
す
る
宋
代
独
自
の
条
文
が
『
条
法
事
類
』
に
収
め

ら
れ
て
い
る
の
も
、
む
し
ろ
ご
く
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
。
ま
ず
服
役
の
場

所
に
つ
い
て
定
め
た
断
獄
令
の
条
文
に
は

　
　
諸
て
流
罪
を
犯
し
て
住
家
の
所
に
帰
り
製
作
せ
ん
と
願
う
者
は
、
決
し

　
、
詑
ら
ば
部
署
す
、
若
し
応
に
編
管
す
べ
き
者
は
、
編
管
の
所
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
役
す
（
羅
善
人
、
此
に
准
ず
）
。

と
あ
り
、
居
作
人
つ
ま
り
配
役
人
は
、
通
常
、
そ
の
現
住
地
に
お
い
て
労
役

に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
先
に
引
い
た
『
律
音
義
』
の
注
釈

と
も
符
合
す
る
。

　
配
役
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
断
獄
令
に
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て

い
る
。

　
　
諸
て
流
囚
決
し
詑
ら
ば
、
髪
を
黒
し
酌
帯
を
宏
り
、
口
食
を
給
し
、
二

　
　
十
日
外
居
回
し
、
量
り
て
三
級
或
い
は
将
校
を
以
て
直
轄
せ
し
む
。
假

　
　
日
に
所
居
の
院
を
出
つ
る
を
得
ず
。
病
を
以
て
俣
に
在
る
者
は
免
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
陪
署
せ
し
む
。
役
満
ち
或
い
は
恩
あ
れ
ば
則
ち
放
つ
。

す
な
わ
ち
、
流
罪
が
決
ま
っ
た
罪
人
は
、
折
杖
法
の
規
定
に
従
っ
て
、
ま
ず

所
定
の
数
だ
け
玉
杖
を
受
け
た
後
、
頭
髪
を
剃
り
、
巾
帯
（
衣
冠
）
を
取
り

表
っ
て
、
本
人
分
の
食
糧
を
支
給
さ
れ
て
服
役
す
る
。
食
糧
の
支
給
額
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

給
賜
格
に
よ
れ
ば
、
一
日
一
入
嘉
り
「
米
二
升
」
で
あ
っ
た
。
配
役
人
監
視

の
た
め
に
、
兵
土
も
し
く
は
将
校
が
適
宜
つ
け
ら
れ
た
。
休
日
に
も
服
役
す

る
場
所
か
ら
外
に
出
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
病
気
の
た
め
休
暇
を
取
っ
た
者

は
、
そ
の
分
だ
け
あ
と
で
服
役
し
た
。
服
役
す
べ
き
日
数
を
満
た
し
た
場
合

も
し
く
は
恩
赦
が
あ
っ
た
場
合
、
罪
人
は
釈
放
さ
れ
た
。

　
配
役
人
と
編
配
人
と
を
区
別
し
て
扱
う
よ
う
定
め
た
条
文
も
存
す
る
。
た

と
え
ば
、
逃
亡
を
試
み
て
捕
え
ら
れ
た
場
合
、
配
役
人
と
配
軍
人
で
は
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
刑
罰
が
全
く
異
な
る
。
ま
た
偽
っ
て
他
人
に
罰
を
受
け
さ
せ
た
場
合
の
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

則
規
定
で
も
、
編
配
と
配
役
（
居
作
）
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
る
。

　
更
に
、
折
杖
法
に
よ
っ
て
流
刑
が
「
脊
杖
＋
配
役
」
に
読
み
替
え
ら
れ
た

事
例
も
い
く
つ
か
見
い
だ
せ
る
。
ま
ず
、
南
宋
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
刑
部
．

大
理
寺
の
下
し
た
判
決
原
案
で
折
解
法
に
よ
る
流
刑
の
読
み
替
え
が
な
さ
れ

て
い
る
例
を
挙
げ
る
。

　
紹
興
十
一
年
（
＝
四
一
）
十
二
月
、
岳
飛
に
連
坐
し
た
僧
沢
一
は
、
飛

部
・
大
理
寿
に
よ
っ
て
「
流
三
千
里
私
罪
」
に
断
ぜ
ら
れ
、
「
ま
さ
に
脊
杖
二
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宋代の流刑と配役（辻）

十
に
決
し
、
本
構
に
て
魁
伶
せ
し
む
る
こ
と
　
年
た
る
べ
し
。
役
溝
つ
る
の

日
に
放
ち
、
傍
お
ま
さ
に
本
葺
に
下
し
て
、
『
僧
私
曲
流
を
犯
さ
ば
還
俗
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

し
む
』
の
条
に
照
ら
し
て
施
行
す
べ
し
。
情
重
け
れ
ば
奏
識
す
」
と
の
判
決

を
受
け
た
。
こ
の
判
決
原
案
は
、
聖
旨
、
つ
ま
り
顕
宗
の
最
終
的
判
断
に
よ

り
「
決
脊
杖
二
十
、
刺
面
、
配
二
千
里
外
州
藤
里
城
小
分
質
倉
」
と
変
更
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
原
案
に
「
情
重
奏
裁
」
の
文
言
が
あ
っ
た
た
め

に
他
な
ら
な
い
。
通
常
の
場
合
は
、
流
罪
の
判
決
を
受
け
た
者
に
対
す
る
執

行
刑
が
「
決
脊
杖
＋
配
役
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
史
料
か
ら
逆
に
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
挙
げ
る
も
の
も
、
流
刑
の
代
替
刑
と
し
て
「
脊
杖
＋
配
役
」
が
行
な

わ
れ
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
ろ
う
。
太
平
興
圏
七
年
（
九
八
二
）
八
月
、

四
川
地
方
の
通
貨
政
策
（
鉄
銭
の
置
銭
へ
の
切
り
替
え
）
に
ま
つ
わ
る
汚
職

が
摘
発
さ
れ
、
剣
南
東
皇
継
運
輸
宋
葦
・
同
副
使
舞
詠
・
同
転
運
判
官
萢
祥

ら
が
御
史
台
の
獄
に
下
り
、
粟
・
詠
は
「
杖
脊
、
配
役
将
作
監
」
な
る
判
決

　
　
　
⑭

を
受
け
た
。
宋
箪
ら
は
、
任
地
で
月
俸
の
銅
銭
と
交
換
し
た
際
、
法
定
レ
ー

ト
よ
り
も
割
高
な
交
換
比
率
を
用
い
た
た
め
、
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
解
像
統
』
巻
一
　
、
職
制
律
に
い
う
「
監
臨
官

受
所
監
臨
財
物
」
の
餌
取
（
も
し
く
は
強
乞
取
）
繊
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ

る
。

　
　
諸
て
監
臨
の
官
、
監
嘉
す
る
所
の
財
物
を
善
く
る
者
は
、
一
尺
な
ら
は

　
　
答
四
十
、
一
匹
ご
と
に
一
等
を
撫
え
、
八
匹
な
ら
ば
徒
一
年
、
八
匹
ご

　
　
と
に
｝
等
を
加
え
、
五
十
匹
な
ら
ば
流
二
千
里
。
（
中
略
）
乞
取
す
る

　
　
者
は
一
等
を
加
う
。
強
捏
取
す
る
考
は
、
護
法
に
准
じ
て
論
ず
。

嫁
取
に
対
す
る
最
高
刑
は
流
二
千
五
百
里
、
強
乞
取
は
流
三
千
里
で
あ
る
。

詠
ら
の
犯
し
た
罪
は
受
註
座
屈
臓
の
乞
取
（
も
し
く
は
強
乞
取
）
に
相
当
す

る
と
考
え
ら
れ
、
融
額
も
か
な
り
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
御
史
台
は
お

そ
ら
く
彼
ら
を
流
罪
に
あ
て
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
刑
の
執
行
に
際

し
て
、
折
杖
法
に
よ
り
流
刑
は
「
脊
杖
＋
将
作
監
で
の
配
役
」
に
読
み
替
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
至
道
二
年
（
九
九
六
）
八
月
、
許
州
舞
陽
県
尉
劉
蒙
が
県
の
役
夫
を
決
殺

し
て
「
杖
脊
、
配
役
少
府
監
三
年
」
に
処
せ
ら
れ
た
の
も
、
折
三
法
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

流
刑
読
み
替
え
の
例
で
あ
ろ
う
。
宋
代
の
県
尉
は
専
ら
爆
撃
の
任
に
当
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
劉
蒙
の
罪
は
、
『
車
幅
統
』
巻
三
〇
、
断
獄
律
、
監
観
官

挫
忍
人
致
死
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ち
う

　
　
諸
て
監
臨
の
官
、
公
事
に
因
り
て
自
ら
杖
を
以
て
人
を
錘
ち
死
を
致
し
、

　
　
及
び
人
を
恐
迫
し
て
死
を
致
す
老
は
、
各
お
の
過
失
殺
人
法
に
従
う
。

　
　
（
中
略
）
漁
れ
監
臨
主
司
と
難
も
、
法
に
於
い
て
ま
さ
に
行
罰
す
べ
か

　
　
ら
ず
、
及
び
前
人
ま
さ
に
擁
拷
す
べ
か
ら
ざ
る
に
錘
慣
す
る
者
は
、
翻

　
　
殺
饒
を
以
て
論
ず
。
死
に
至
る
者
は
加
役
流
。

と
あ
る
う
ち
の
「
前
人
不
合
錘
拷
而
錘
拷
素
、
以
翻
殺
傷
論
、
至
死
者
加
役
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流
」
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
折
杖
法
で
は
、
加
役
流
は
「
脊
杖
二
十
＋

配
役
三
年
」
と
し
て
執
行
さ
れ
る
。

　
恩
赦
（
赦
・
降
・
三
音
）
に
お
い
て
も
、
「
徒
役
人
」
や
「
配
役
人
」
に
対

す
る
言
及
が
、
次
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
徳
音
。
荊
南
潭
・
朗
州
の
死
罪
囚
を
減
す
。
流
以
下
は
こ
れ
を
釈
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
配
役
人
は
放
還
す
。
（
太
祖
・
古
徳
元
年
（
九
六
三
）
四
月
）

　
　
天
下
に
赦
す
。
死
罪
を
降
し
て
流
に
従
う
。
流
以
下
は
こ
れ
を
釈
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
配
役
者
は
単
作
を
免
ず
。
（
乾
徳
三
年
（
九
六
五
）
五
月
）

　
　
徳
音
。
死
罪
囚
を
降
し
、
流
以
下
は
こ
れ
を
釈
す
。
男
子
・
婦
人
の
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
役
者
は
自
便
を
聴
す
。
（
開
宝
九
年
（
九
七
六
）
正
月
）

　
　
配
流
・
徒
役
人
等
は
、
並
び
に
元
の
罪
犯
を
具
し
て
以
聞
し
、
別
に
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
止
を
聴
け
。
（
太
宗
・
太
平
興
国
八
年
間
九
八
三
）
八
月
）

　
　
配
流
・
徒
役
人
及
び
配
黙
せ
ら
れ
し
奴
碑
等
は
、
並
び
に
免
じ
て
庶
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
と
為
す
。
（
至
道
二
年
（
九
九
六
）
正
月
）

　
　
両
京
・
諸
路
の
繋
囚
は
、
十
悪
の
罪
死
に
至
る
・
事
典
の
柾
法
賦
を
犯

　
　
す
・
劫
殺
・
謀
殺
・
故
殺
・
已
殺
人
は
降
さ
ざ
る
を
除
く
の
外
、
死
罪

　
　
は
降
し
て
流
に
従
い
、
流
罪
は
降
し
て
徒
に
従
い
、
徒
罪
は
（
杖
に
）

　
　
従
い
、
杖
已
下
は
並
び
に
こ
れ
を
釈
す
。
徒
役
人
は
並
び
に
放
ち
て
便

　
　
に
従
わ
し
む
。
内
、
鯨
面
人
は
所
望
を
具
し
て
奏
裁
す
。
（
真
宗
・
威

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
平
二
年
（
九
九
九
）
閏
三
月
）

　
応
て
流
罪
を
犯
し
て
配
役
さ
る
る
人
は
、
並
び
に
放
ち
て
逐
便
せ
し
め

　
　
よ
。
応
て
刺
面
・
不
刺
面
の
配
軍
・
詩
話
人
等
は
、
謀
叛
以
上
の
縁
坐
・

　
　
入
強
盗
・
已
殺
人
を
除
く
の
外
、
並
び
に
特
に
三
年
を
減
ず
る
を
与
え
、

　
　
理
え
て
検
放
の
年
限
と
為
せ
。
（
下
略
）
（
宣
和
七
年
（
一
一
二
五
）
十

　
　
一
月
）

　
　
応
て
流
罪
を
犯
し
て
配
役
さ
る
る
入
は
、
並
び
に
放
ち
て
逐
便
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
よ
。
（
下
略
）
（
建
炎
二
年
（
一
一
二
八
）
十
一
月
）

こ
の
う
ち
、
着
初
の
例
に
限
っ
て
言
え
ば
、
赦
文
中
の
「
配
役
人
」
「
徒
役

人
」
の
中
に
、
折
過
法
に
よ
る
配
役
人
以
外
の
者
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
、
強
盗
・
蹴
盗
や
専
売
法
違
反
な
ど
の
罪
を
犯

し
た
者
を
「
脊
杖
＋
配
役
」
に
処
す
る
よ
う
定
め
た
法
律
が
あ
っ
た
か
ら
で

　
⑰

あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
犯
罪
に
対
す
る
処
罰
も
お
お
む
ね
北
宋
前
半
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
ち
に
改
め
ら
れ
た
か
ら
、
こ
れ
以
降
の
「
配
役
人
」
は
、
専
ら
折
杖
法
に

よ
り
流
刑
を
読
み
替
え
て
服
役
し
て
い
る
者
と
君
訂
し
て
よ
い
。

　
恩
赦
に
よ
り
配
役
人
が
放
免
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
塾
代
に
お
い
て

律
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
流
人
が
恩
赦
に
よ
っ
て
帰
還
を
許
さ
れ
て
い

罐
こ
と
を
承
け
る
も
の
で
あ
ろ
先
案
法
事
類
』
に
引
姦
纂
に
は
恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

赦
が
あ
れ
ば
配
役
人
を
放
免
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
少
階
監
言
え
ら
く
。
本
監
の
配
役
人
、
前
太
常
丞
就
下
ら
九
人
、
赦
に

　
　
会
う
を
以
て
上
請
す
、
と
。
特
に
冒
し
て
そ
の
居
作
を
免
ず
る
も
終
身
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⑳

　
　
歯
せ
ず
。
冤
ら
皆
な
職
吏
な
る
を
以
て
な
り
。

と
、
恩
赦
に
よ
っ
て
旧
作
を
免
除
さ
れ
て
い
る
例
も
存
す
る
。
こ
の
場
合
、

上
請
の
手
続
き
を
踏
ん
で
い
る
の
は
、
郭
冤
ら
が
収
賄
罪
を
犯
し
て
特
に
厳

罰
に
処
せ
ら
れ
た
官
吏
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
通
常
の
場
合
は
、
も

っ
と
簡
単
に
放
免
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
以
上
に
挙
げ
た
こ
と
が
ら
か
ら
、
宋
代
の
流
刑
は
、
鼻
繋
法
に
よ
り
「
脊

杖
＋
配
役
」
と
読
み
替
え
て
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

こ
で
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
そ
の
配
役
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
態
を

と
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
か
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
宋
代
に
お
け
る
配
役
の
実

態
と
そ
の
変
容
の
過
程
を
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

①
　
配
隷
と
は
、
も
と
も
と
「
隷
属
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
唐
律

　
で
は
「
州
照
に
属
さ
ず
に
、
国
家
の
諸
機
関
・
部
局
に
隷
属
す
る
人
や
戸
」
の
意

　
で
用
い
ら
れ
た
。
更
に
の
ち
に
は
、
対
象
と
な
る
罪
人
を
国
家
が
何
ら
か
の
方
法

　
で
管
理
・
監
督
す
る
形
式
を
と
る
刑
罰
、
す
な
わ
ち
配
役
・
配
流
・
出
軍
・
編
管
・

　
覇
管
な
ど
を
広
く
指
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
北
宋
『
配

　
隷
晦
会
議
」
（
『
滋
賀
医
科
大
学
基
礎
学
研
究
』
五
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
の
こ

　
と
。

②
　
　
『
宋
会
要
』
刑
法
四
－
一
。
国
勢
、
凡
犯
罪
、
流
罪
決
詑
配
役
如
旧
条
。
杖
以

　
無
情
立
者
、
有
刺
面
・
不
湖
面
、
配
本
州
牢
城
。
伍
各
分
地
里
近
遠
、
五
四
里
・

　
千
里
以
上
及
広
南
・
福
建
・
荊
湖
之
別
。

③
宋
朝
の
会
要
編
纂
に
つ
い
て
は
、
湯
中
『
宋
会
要
研
究
』
（
商
務
印
書
館
、
一

　
九
三
二
年
）
な
ど
を
参
照
。

④
こ
の
場
合
の
「
決
」
が
杖
刑
の
執
行
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
律
令
研
究
会
編
『
訳

　
注
日
本
律
令
五
　
唐
歌
疏
議
訳
注
篇
一
』
（
東
京
堂
出
版
、
　
一
九
七
九
年
）
一
四

　
四
頁
注
2
な
ど
を
参
照
。

⑤
　
『
玉
海
隔
巻
六
六
、
詔
令
、
天
聖
律
文
音
義
。
七
年
四
月
、
判
国
子
駝
孫
爽
言
、

　
准
筆
工
定
律
文
流
罪
、
翌
翌
与
刑
統
不
同
、
本
町
依
律
生
文
、
刑
統
参
用
後
救
、

　
錐
尽
引
疏
義
、
頗
有
増
損
、
（
中
略
）
又
旧
道
多
用
俗
字
、
改
従
正
体
、
作
律
文

　
音
義
　
巻
、
文
義
不
同
、
即
加
訓
解
。

⑥
皇
朝
建
隆
囎
年
、
制
、
犯
徒
者
加
杖
免
役
、
犯
流
者
加
二
幅
佐
、
三
流
倶
役
一

　
年
、
加
役
流
者
三
年
。

⑦
い
か
な
る
罪
を
犯
し
た
な
ら
ば
配
軍
に
処
す
、
と
救
に
規
定
し
て
い
る
場
合
も

　
あ
る
。

⑧
辻
「
配
食
」
一
一
～
一
＝
頁
。

⑨
　
『
条
法
事
類
』
巻
七
五
、
刑
獄
、
編
配
流
役
、
名
例
敷
。
諸
犯
流
応
戒
心
婦
人

　
犯
流
者
、
並
決
脊
杖
獣
拾
、
免
居
作
、
除
依
本
法
。

⑩
『
条
法
菰
類
』
巻
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
名
例
敷
に
「
諸
称
配
者
、
刺

　
面
、
不
指
定
型
名
者
、
早
舟
城
」
と
あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
配
」
が
配
軍
の
意
味

　
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑪
　
辻
「
配
軍
」
　
一
一
～
一
二
頁
を
参
照
。

⑫
川
村
「
折
杖
法
」
九
四
頁
。

⑬
　
た
と
と
え
ば
『
条
法
事
類
』
巻
二
九
、
催
禁
門
、
銅
銭
金
銀
出
界
、
衛
禁
敷
。

　
諸
以
銅
銭
出
中
岡
界
者
、
徒
董
年
、
伍
掌
文
、
流
載
肝
里
、
五
雲
文
加
壷
等
、
徒

　
罪
配
三
千
盟
、
従
者
配
武
肝
里
、
流
罪
配
広
南
、
従
者
配
三
千
里
、
三
貫
配
遠
悪

　
州
、
従
者
配
広
南
、
撮
記
絞
、
従
者
配
凶
悪
州
。
（
下
略
）

⑭
『
宋
会
要
』
飛
法
臨
1
三
、
淳
化
四
年
七
月
聖
日
。
詔
、
凡
婦
人
有
罪
至
流
者
、

　
免
配
役
。

⑮
　
滋
賀
氏
は
仁
井
田
「
刑
罰
体
系
」
の
　
引
く
『
宋
中
置
巻
二
〇
一
に
拠
ら
れ
る
が
、

　
文
章
に
省
略
が
あ
る
た
め
こ
こ
で
は
『
長
編
』
巻
二
一
四
、
煕
寧
三
年
八
月
を
引

　
い
て
お
く
。
中
書
上
刑
名
朱
安
曇
五
条
。
（
中
略
）
一
、
徒
流
折
杖
之
法
、
禦
網
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脈
密
b
良
民
偶
有
抵
冨
、
優
致
銚
脊
、
衆
所
醜
棄
、
為
終
身
之
辱
、
愚
鞍
懸
罵
レ

、
聾
坐
骨
窮
、
其
創
不
過
累
旬
葡
平
、
則
忘
其
痛
楚
、
又
無
幌
恥
之
心
、
是
不
足
以

懲
其
悪
、
若
令
徒
流
罪
情
理
非
巨
慧
者
、
復
古
居
作
之
法
、
如
遇
赦
降
、
止
可
第

　
減
月
日
、
使
良
民
則
免
殿
軍
肌
虜
、
但
苦
使
之
、
歳
満
則
為
全
人
、
可
以
回
心
自

　
新
、
頑
民
則
囚
之
権
官
、
不
能
半
夏
善
良
。
如
此
興
俗
野
薄
絡
之
期
、
官
有
給
使

　
之
利
。
（
中
略
）
野
付
編
難
所
、
詳
議
立
法
。

⑯
　
『
文
献
通
考
騙
巻
｛
六
八
、
珊
考
、
徒
流
。
涼
煕
十
～
年
、
校
二
郎
羅
黙
言
、

　
（
中
略
）
既
而
刑
都
大
理
寺
奏
雷
、
（
中
略
）
逮
欝
血
祖
、
　
一
洗
五
代
之
苛
、
猫

　
以
陶
制
為
重
、
於
是
悉
易
以
決
為
流
徒
杖
答
之
法
、
自
存
実
改
、
自
加
役
流
釜
流

　
二
千
里
、
其
刑
四
、
運
搬
脊
杖
配
役
有
差
、
所
謂
配
役
非
今
之
所
謂
配
、
古
所
謂

　
徒
役
是
也
、
自
徒
三
年
単
磁
一
年
、
其
刑
五
、
並
決
脊
杖
窯
出
、
而
尽
免
配
役
之

　
年
。
（
下
略
）

⑰
『
条
法
纂
類
』
巻
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
断
獄
令
。
諸
犯
流
罪
、
願
帰

　
住
家
之
所
居
作
者
、
決
詑
部
送
。
響
応
編
管
者
、
役
於
編
管
配
所
（
綴
斜
里
、
准

　
此
）
。

⑱
諸
流
吸
決
闘
、
髭
髪
去
巾
帯
、
給
躍
食
、
試
拾
日
外
居
作
、
量
以
兵
召
出
将
校

　
防
轄
。
假
目
、
不
得
出
所
居
翼
壁
。
継
紙
在
娠
老
、
免
陪
日
。
役
満
或
恩
則
放
。

⑲
『
条
法
瑛
類
』
巻
七
五
、
飛
獄
門
・
編
配
流
役
、
給
賜
格
。
流
囚
居
作
者
、
決

　
詑
、
日
給
毎
蒔
米
瓢
升
。

⑳
　
　
『
条
法
韻
脚
』
巻
…
…
、
職
制
門
、
給
假
に
引
く
假
書
評
に
よ
れ
ば
、
流
囚
の

　
休
暇
は
毎
旬
一
日
、
元
臼
・
寒
食
・
冬
至
は
三
日
で
あ
っ
た
。

⑳
逃
亡
し
た
配
役
人
が
捕
獲
ざ
れ
た
場
面
の
刑
が
杖
一
曲
（
智
杖
二
十
）
で
あ
る

　
の
に
対
し
、
配
軍
人
は
元
の
配
軍
先
に
応
じ
て
珊
罰
が
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る

　
　
（
概
ね
配
役
人
の
立
合
よ
り
も
重
い
）
。
『
条
法
寡
類
』
巻
七
五
、
刑
獄
、
部
送
罪

　
人
、
勢
照
法
、
黒
蟻
救
を
参
照
。

＠
　
　
『
灸
法
事
類
』
巻
七
三
、
刑
獄
、
出
入
罪
、
詐
偽
敷
。
諸
藩
里
人
霜
露
杖
及
代

　
虚
者
、
各
杖
壼
伯
、
（
中
略
）
令
人
代
編
配
・
移
郷
・
三
豊
（
幽
居
作
而
権
令
代

　
頃
者
・
弗
）
互
代
懸
路
、
各
伽
比
溢
流
法
・
へ
中
略
い
駄
上
衆
決
・
令
流
縮
笹
（
化

　
溌
朱
刺
面
、
編
管
・
移
郷
不
潔
画
人
未
葵
土
製
処
、
居
作
細
入
役
、
与
未
決
俺
）
。

　
（
下
略
）

＠
　
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
乙
集
巻
一
二
、
雑
事
、
岳
少
保
謳
証
断
案
。
其
僧
沢

　
一
、
合
流
三
千
里
私
罪
断
、
合
決
霊
鑑
工
十
、
出
処
銀
作
一
年
、
役
満
既
放
、
働

　
合
下
本
処
、
照
僧
犯
私
罪
流
還
俗
条
、
施
行
、
情
重
奏
裁
。
『
建
炎
以
来
繋
年
要

　
録
臨
巻
一
四
三
、
紹
興
十
一
年
十
二
月
癸
巳
条
鋏
注
も
ほ
ぼ
岡
文
。
な
お
、
川
村

　
「
折
居
法
」
九
八
～
九
九
頁
も
本
資
料
を
引
く
。

⑳
　
『
長
編
』
巻
二
三
、
太
平
興
國
七
年
八
月
己
即
。

㊧
請
監
臨
逃
馬
監
臨
財
物
者
、
　
尺
答
四
十
、
一
匹
加
一
等
、
八
匹
徒
一
年
、
八

　
匹
加
｛
等
、
五
十
匹
流
二
千
里
、
（
中
略
）
乞
取
者
加
｝
等
、
強
霜
取
者
、
准
柱

　
法
論
。

⑯
実
は
、
こ
の
事
件
は
背
後
で
「
権
臣
」
が
糸
を
引
い
て
い
た
ら
し
く
（
前
脳
⑳

　
所
引
『
長
編
』
注
）
、
御
史
台
の
判
決
も
決
し
て
公
正
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
る

　
と
当
時
か
ら
思
わ
れ
て
い
た
。
『
長
編
』
巻
五
七
、
威
平
三
年
（
一
〇
〇
〇
）
五

　
月
己
亥
。
詔
、
御
史
粗
描
流
・
死
罪
、
令
給
諌
以
上
録
問
、
訴
額
府
死
罪
、
選
朝

　
官
録
問
。
初
、
宋
輩
・
轟
詠
等
坐
私
以
銅
銭
易
鉄
銭
、
下
御
史
墾
、
並
決
杖
配
役
。

　
巳
鞍
馬
宗
知
其
冤
、
御
間
輩
。
輩
泣
称
、
塑
司
不
学
辮
説
、
必
令
笠
当
訊
招
罪
。

　
太
宗
欄
之
、
乃
詔
自
今
御
史
蔓
毎
奏
獄
具
、
差
官
立
墾
録
問
。
其
後
廃
不
挙
、
至

　
是
復
行
焉
。
こ
こ
で
は
宋
箪
ら
に
対
す
る
執
行
刑
は
「
決
杖
配
役
」
と
記
さ
れ
て

　
い
る
。
規
剣
の
上
で
は
在
京
の
配
役
人
は
将
作
監
で
服
役
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

　
た
が
、
後
述
の
如
く
現
実
に
は
必
ず
し
も
そ
の
通
り
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

　
か
っ
た
。

＠
　
『
太
宗
皇
帝
実
録
』
（
四
部
叢
刊
所
収
。
以
下
、
『
太
宗
実
録
』
と
略
称
）
巻
七

　
八
、
至
道
二
年
八
月
辛
丑
。
許
州
舞
陽
県
尉
劉
蒙
、
杖
脊
、
配
役
少
府
監
一
二
年
、

　
坐
決
殺
本
県
役
夫
厳
密
。

⑱
）
諸
騰
臨
之
官
、
函
公
事
自
以
杖
擁
人
致
死
、
及
恐
迫
人
皇
究
者
、
墨
客
過
失
殺
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人
法
。
（
中
略
）
難
是
登
臨
主
管
、
触
法
不
着
工
罰
、
及
前
人
不
合
撞
拷
而
錘
拷

　
者
、
以
蠕
殺
傷
論
、
至
死
者
加
役
流
。

⑳
　
『
長
編
』
巻
四
、
乾
徳
元
年
四
月
甲
申
。
徳
音
、
減
仙
南
潭
．
朗
藤
下
罪
囚
、

　
流
以
下
釈
之
、
配
役
人
放
還
。

⑳
　
　
『
長
編
』
巻
六
、
乾
徳
三
年
五
月
戊
子
。
赦
天
下
、
死
罪
降
徒
（
当
作
従
）
流
、

　
流
以
下
釈
之
、
配
役
者
免
居
作
。

⑳
　
『
長
編
』
巻
一
七
、
開
宝
九
年
正
月
壬
申
。
降
死
罪
囚
、
流
以
下
釈
之
、
男
子
．

　
婦
入
配
役
者
、
聴
自
便
。

⑫
　
　
『
太
宗
実
録
臨
巻
二
六
、
太
平
興
国
八
年
八
月
壬
辰
、
徳
音
。
配
流
徒
役
人
等
、

　
並
具
元
罪
犯
以
聞
、
瀦
聴
進
止
。

⑳
　
『
太
宗
実
録
』
巻
七
六
、
至
道
二
年
正
月
辛
亥
、
大
赦
。
配
流
徒
役
人
及
配
充

　
奴
髭
等
、
並
免
為
庶
人
。

⑭
　
『
宋
大
詔
令
集
』
巻
一
五
　
、
政
事
、
旦
夕
、
以
皐
減
降
両
可
罰
路
繋
囚
制
（
威

　
平
二
年
閏
三
月
丁
丑
）
。
両
京
・
諸
路
繋
囚
、
除
十
悪
罪
至
死
・
宮
典
犯
柱
法
臓
・

　
笑
殺
・
謀
殺
・
故
殺
・
已
殺
人
不
降
外
、
死
罪
降
従
流
、
流
罪
降
従
徒
、
徒
罪
従

　
（
杖
）
、
杖
巳
下
並
釈
之
、
徒
役
人
指
猿
従
便
、
内
覆
面
人
具
所
犯
奏
裁
。
『
全
宋

　
文
』
巻
二
一
四
の
校
勘
記
は
、
丁
丑
を
丁
亥
の
誤
り
と
す
る
。

⑳
　
『
宋
会
要
』
刑
法
四
一
幽
○
、
宣
和
七
年
十
　
月
十
九
陰
。
南
郊
、
側
、
応
犯

　
流
罪
配
役
人
、
並
放
逐
便
、
応
表
面
配
軍
・
編
管
人
等
、
除
謀
叛
以
上
縁
坐
．
入

　
強
盗
・
已
殺
人
外
、
並
与
減
三
年
、
理
為
熟
放
年
限
。
（
下
略
）

⑯
　
『
二
会
要
』
刑
法
四
－
四
一
、
建
炎
二
年
十
一
月
二
十
二
日
。
赦
、
応
当
流
罪

　
配
役
人
並
放
逐
便
。
（
下
略
）

⑳
　
　
『
宋
刑
統
』
巻
一
九
、
賊
盗
律
、
強
盗
篇
盗
な
ど
。
な
お
、
用
村
「
折
杖
法
」

　
八
四
～
八
五
頁
及
び
九
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

⑳
川
村
「
折
杖
法
」
九
二
～
九
五
頁
、
辻
「
配
軍
」
～
三
～
二
一
頁
な
ど
を
参
照
。

⑲
　
辻
「
流
刑
考
」
九
一
～
九
六
頁
。

⑩
前
注
⑱
に
引
く
断
獄
令
を
参
照
。
ま
た
『
宋
会
要
』
刑
法
四
－
四
五
、
紹
興
元

　
年
（
一
一
三
一
）
九
月
十
五
日
、
明
堂
赦
に
「
勘
会
流
配
役
入
、
依
条
会
恩
則
放
、

　
訪
聞
州
軍
不
遵
条
例
、
遇
赦
期
尚
行
拘
留
、
情
窪
可
跨
、
仰
慕
赦
留
目
、
須
管
日

　
下
放
逐
便
、
傍
仰
提
刑
臭
覚
察
、
如
違
奏
劾
」
。

⑪
　
『
宋
会
要
』
職
官
七
六
－
三
、
端
撲
元
年
（
九
八
八
）
三
月
二
十
九
日
。
少
府

　
監
言
、
煙
霞
配
役
人
前
太
常
丞
郭
墨
等
九
人
、
以
会
二
上
請
。
特
詔
免
其
居
作
、

　
而
終
身
不
歯
。
以
冤
等
皆
繊
吏
也
。

三
　
配
役
の
実
態
と
そ
の
変
容

　
滋
賀
氏
は
「
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
の
間
に
、
居
丈
と
い
う
方
式
の
強
制
労

働
が
廃
れ
た
の
は
、
時
勢
の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
と
し
、
労
役

刑
後
退
の
原
因
と
し
て
、
自
給
自
足
経
済
か
ら
貨
幣
経
済
へ
の
進
展
に
言
及

　
　
　
　
①

さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
時
期
は
、
政
治
制
度
・
社
会
・
経
済
の
様
々
な

方
面
に
お
い
て
大
き
な
変
動
が
進
行
し
て
い
た
と
き
で
あ
り
、
労
役
刑
の
み

を
例
外
と
し
て
扱
う
の
は
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
前
章
で
検
討

し
た
よ
う
に
、
宋
代
の
基
本
法
た
る
『
刑
期
』
に
定
め
ら
れ
た
折
杖
法
は
、

流
刑
に
お
い
て
も
そ
の
規
定
の
通
り
に
執
行
さ
れ
、
配
役
は
実
際
に
行
わ
れ

て
い
た
。
で
は
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
点
で
唐
制
と
異
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。　

唐
の
獄
官
令
に
よ
れ
ば
、
徒
罪
を
犯
し
て
労
役
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
罪
人
は
、
在
京
の
男
子
で
あ
れ
ば
将
作
監
、
女
子
の
場
合
は
少
府
監
に

配
属
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
地
方
の
場
合
は
、
現
住
所
を
管
轄
す
る
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か
　
か

州
に
送
ら
れ
、
そ
こ
で
か
せ
を
著
け
て
官
役
に
服
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い

②た
。
宋
初
に
制
定
さ
れ
た
折
杖
法
に
よ
っ
て
、
流
刑
は
追
放
刑
た
る
本
質
を

失
い
、
脊
杖
と
有
期
の
配
役
と
し
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
配
役
人

は
自
ら
の
現
住
地
に
て
服
役
す
る
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
配
役

は
唐
の
徒
刑
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
見
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
『
刑
統
』
の

引
く
獄
官
令
で
は
、
在
京
の
男
子
は
半
作
監
に
配
属
さ
れ
て
服
役
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
③

に
な
っ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
着
初
の
将
作
言
は
、
唐
言
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
唐
の
黒
作
監
は
、
管
下
に
左
校
署
・
右
校
署
・
再
校
署
・
頭
官
署
等
の

部
局
を
擁
し
、
長
官
た
る
監
が
こ
れ
ら
を
統
轄
し
て
、
酒
作
監
は
少
府
監
と

並
ん
で
「
土
木
工
匠
之
政
」
つ
ま
り
官
営
工
業
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
宋
代
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
土
木
事
業
・
工
作
は
将
作
監
の
手
を

雅
れ
て
、
三
司
修
造
案
が
管
轄
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
増
作
監

は
、
判
監
事
が
「
但
だ
祠
祀
・
供
省
の
牲
牌
・
鎮
石
・
焼
香
・
男
手
・
焚
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

幣
の
事
を
掌
る
の
み
」
と
い
う
全
く
の
閑
職
と
な
っ
て
し
ま
い
、
本
来
の
長

官
で
あ
る
将
作
監
以
下
の
ポ
ス
ト
は
、
一
切
実
職
を
伴
わ
な
い
寄
浅
官
と
化

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
配
役
人
の
受
け
皿
と
な
る
幡
多
監
に
か
か
る
変
化
が
生
じ
て
い
た
以
上
、

弓
杖
法
に
伴
う
配
役
を
か
り
に
唐
馬
の
通
り
に
行
な
お
う
と
し
て
も
、
そ
れ

が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
制
度

と
現
実
と
が
う
ま
く
噛
み
合
ワ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
早
く
も
長
徳
五
年

（
九
六
七
）
二
月
に
な
さ
れ
た
御
史
台
の
上
言
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
御
史
二
上
言
す
ら
く
。
伏
し
て
見
た
る
に
、
大
理
寺
の
徒
に
断
じ
た
る

　
　
罪
人
、
官
費
・
順
銅
に
雰
ら
ざ
る
の
外
、
将
作
言
に
送
り
て
役
す
る
者

　
　
あ
り
。
そ
れ
面
作
監
は
兼
ね
て
昔
作
使
に
充
て
ら
れ
、
又
た
左
校
・
右

　
　
校
・
中
校
署
有
り
、
比
来
の
工
役
は
、
並
び
に
こ
の
司
に
在
れ
ば
、
今

　
　
そ
の
名
有
り
と
難
も
、
復
た
役
使
す
る
こ
と
無
し
。
或
い
は
祠
祭
に
遇

　
　
い
て
水
火
を
供
す
れ
ば
、
剣
ち
本
司
の
官
に
供
す
る
有
り
。
欲
し
望
む

　
　
ら
く
は
、
大
理
寺
を
し
て
格
式
に
依
り
徒
罪
人
を
断
遣
す
る
の
後
、
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
び
に
作
坊
に
送
付
し
て
役
に
応
ぜ
し
め
よ
、
と
。
こ
れ
に
従
う
。

譲
受
法
で
は
徒
刑
は
脊
杖
に
読
み
替
え
て
執
行
さ
れ
労
役
を
伴
わ
な
い
た
め
、

こ
こ
で
雷
う
「
徒
」
と
は
、
流
刑
の
代
替
著
た
る
配
役
を
指
す
と
理
解
さ
れ

る
。
宋
朝
の
建
国
間
も
な
い
時
点
に
お
い
て
す
で
に
、
配
役
人
を
将
作
監
に

送
っ
て
も
そ
こ
で
服
す
べ
き
労
役
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
服
役
場
駈
を
作

坊
（
兵
器
製
造
工
房
）
に
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
配
役
人
が
服
役
す
る
に
際
し
て
実
際
に
配
属
さ
れ
る
部
署
は
な
に
も
雷
撃

の
み
に
限
ら
な
か
っ
た
。
『
長
編
』
巻
七
三
、
大
中
祥
符
三
年
（
一
〇
一
〇
）

十
二
月
甲
辰
に
下
さ
れ
た
詔
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
詔
す
ら
く
。
聞
く
な
ら
く
、
両
京
・
野
路
の
忠
靖
に
関
す
る
徒
役
人
、

　
　
刺
配
せ
ら
る
る
者
は
即
ち
衣
糧
を
給
し
、
刺
配
さ
れ
ざ
る
者
は
止
だ
囚
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人
の
日
食
を
給
す
る
の
み
。
各
お
の
家
属
有
れ
ば
、
或
い
は
贋
乏
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
ら
ん
。
宜
し
く
今
よ
り
例
に
依
り
て
こ
れ
に
給
せ
し
む
べ
し
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

忠
靖
指
揮
と
は
、
開
封
府
に
い
く
つ
か
設
躍
さ
れ
た
廟
軍
の
一
部
隊
で
あ
る
。

同
じ
労
役
部
隊
の
中
に
顔
面
に
入
れ
墨
さ
れ
た
者
（
湯
煙
者
）
と
そ
う
で
な

い
者
（
不
刺
配
者
）
と
が
混
在
し
て
お
り
、
両
者
の
間
に
待
遇
の
違
い
が
あ

っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
前
置
は
廟
軍
兵
土
、
後
者
は
配
役
人
で
あ
る
。

同
じ
内
容
の
労
働
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
置
型
に
属
す
る
兵
士
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
給
与
と
し
て
食
糧
と
衣
服
が
給
与
せ
ら
れ
、
配
役
人
に
は
前
掲
の
給
賜
格

に
定
め
ら
れ
た
よ
う
な
食
糧
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
両
者

が
同
じ
労
役
部
隊
に
配
属
さ
れ
雑
役
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
記
事

か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

　
　
詔
す
ら
く
。
忠
靖
・
六
軍
の
要
員
・
十
将
は
、
今
後
舐
り
に
本
指
揮
兵

　
　
士
及
び
諸
色
配
役
人
等
の
銭
轡
を
取
受
す
る
こ
と
有
る
を
得
ず
。
そ
の

　
　
執
役
の
処
に
は
並
び
に
仰
せ
て
簿
を
置
き
、
次
第
し
て
均
句
に
差
遣
せ

　
　
し
め
、
傍
お
各
お
の
用
心
し
て
早
早
し
、
常
に
斉
整
を
願
い
、
別
に
過

　
　
犯
を
押
す
を
致
す
こ
と
無
か
れ
。
如
し
違
わ
ば
、
人
の
陳
告
す
る
を
許

　
　
し
、
勘
記
し
て
野
里
な
ら
ざ
れ
ば
、
当
に
決
配
を
行
な
う
べ
し
。
銭
物

　
　
を
取
受
さ
れ
た
る
人
は
罪
を
免
ず
。
野
卑
の
人
、
若
し
忠
靖
・
六
軍
に

　
　
係
ら
ば
、
常
に
優
を
与
え
て
軽
処
に
て
執
役
せ
し
め
よ
。
如
し
こ
れ
銭

　
　
物
を
取
受
せ
ら
れ
た
る
人
、
並
び
に
陳
講
せ
ず
、
別
に
墜
落
有
る
を
致

　
　
ざ
ば
、
亦
た
当
に
重
器
す
べ
し
。
彷
お
各
お
の
板
榜
を
概
き
て
抄
録
し
、

　
　
本
営
に
て
宣
籍
し
て
張
掛
せ
よ
。
（
こ
れ
よ
り
先
、
忠
靖
・
乱
軍
の
軍
校
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す

　
　
凡
そ
そ
の
貨
賂
を
響
く
る
者
は
則
ち
優
し
て
こ
れ
を
畏
ま
し
め
、
印
す

　
　
る
と
こ
ろ
無
き
者
は
則
ち
こ
れ
に
重
役
を
委
ね
、
頗
る
均
済
に
非
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
る
を
以
て
の
故
に
こ
れ
を
条
約
す
。
）

六
軍
指
揮
も
忠
靖
指
揮
と
同
じ
く
、
国
都
開
封
府
に
置
か
れ
た
贈
軍
の
一
部

　
　
　
⑩

隊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
部
隊
で
は
、
空
軍
兵
士
と
配
役
人
と
が
一
緒
に
な
っ

て
雑
役
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
均
等
に
労
働
を
負
担
さ
せ
る
と
の

建
て
前
と
は
裏
腹
に
、
上
役
に
袖
の
下
を
使
え
ば
軽
作
業
に
、
さ
も
な
く
ぼ

重
労
働
に
つ
か
さ
れ
る
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。

　
仁
宗
の
天
聖
元
年
（
　
○
二
三
）
頃
に
は
、
事
情
は
更
に
複
雑
に
な
り
、

本
来
便
宜
的
に
忠
靖
指
揮
に
配
属
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
配
役
人
が
、
更
に
必

要
に
応
じ
て
別
の
部
隊
に
赴
い
て
労
役
に
服
す
る
と
い
う
場
合
も
現
わ
れ
る
。

　
　
侍
衛
歩
軍
司
（
言
え
ら
く
）
。
開
封
府
の
無
断
し
た
る
不
善
面
に
て
忠

　
　
靖
に
配
し
た
る
徒
役
人
、
本
司
は
只
だ
是
れ
本
指
揮
を
し
て
収
管
し
、

　
　
β
ご
と
に
貰
食
を
記
し
、
節
級
を
差
し
て
監
し
て
八
作
司
に
赴
き
て
徒

　
　
役
せ
し
め
、
夜
に
至
ら
ば
帰
営
せ
し
む
る
の
み
。
欲
し
乞
う
ら
く
は
、

　
　
今
後
、
直
ち
に
八
作
司
に
送
り
、
下
司
分
に
湿
し
て
収
塗
せ
し
め
ん
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
と
を
、
と
。
こ
れ
に
従
う
。

垂
雪
指
揮
は
廟
軍
の
歩
兵
部
隊
で
あ
る
か
ら
、
前
衛
歩
軍
司
の
摩
下
に
属
す
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⑫る
。
食
糧
や
宿
舎
の
こ
と
に
つ
い
て
、
侍
衛
司
が
管
轄
し
て
い
る
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
常
の
仕
事
、
す
な
わ
ち
雑
役
に
従
事
す
る
段

に
な
る
と
、
彼
ら
は
監
督
者
に
引
率
さ
れ
て
八
作
司
の
作
業
現
場
に
赴
い
て

作
業
に
従
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
八
作
司
は
、
京
城
内
外
の
修
繕
を
掌
る
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

庁
で
、
労
働
力
と
し
て
雑
役
広
備
四
指
揮
・
工
匠
三
指
揮
を
領
し
て
い
た
。

た
だ
、
こ
れ
以
外
に
も
八
作
司
が
雑
役
の
た
め
に
隔
軍
兵
士
を
用
い
て
い
た

こ
と
は
、
同
じ
く
天
聖
元
年
正
月
の
勾
当
八
作
司
田
承
説
の
上
書
に
「
本
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

所
轄
の
広
野
兵
士
及
び
八
作
藻
琴
行
内
、
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら

れ
る
。
先
に
挙
げ
た
忠
靖
指
揮
の
兵
士
も
八
作
司
で
の
作
業
が
む
し
ろ
常
態

の
ご
と
き
様
相
を
呈
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
と

見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
累
代
の
配
役
の
実
態
は
、
唐
制
と
は
大
き
く
異
な
り
、
極
め

て
便
宜
的
に
い
ろ
い
ろ
な
官
署
・
雑
役
部
隊
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。

先
に
引
い
た
『
宋
会
要
』
刑
法
四
一
一
の
続
き
に

　
　
京
城
、
霧
務
・
忠
靖
六
迎
撃
に
配
す
る
有
り
、
亦
た
南
よ
り
河
北
の
電

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
田
に
配
す
る
者
有
り
。

と
あ
る
の
は
、
か
か
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ご
く
　
端
を
記
し
た
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
か
か
る
配
役
人
と
哺

軍
兵
士
と
の
間
に
は
決
し
て
越
え
ら
れ
な
い
一
線
が
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
『
宋
磁
要
』
刑
法
四
…
一
四
に
載
せ
る
汀
州
の
上
言
に
「
兵
帳
見
管
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

雑
誌
配
軍
三
百
五
十
九
人
、
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
般
兵
士
は
言
う
ま

で
も
な
く
配
軍
入
も
軍
籍
に
歩
け
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
配
軍
人
に
対
し
て
は
、

一
般
兵
士
に
は
な
い
厳
し
い
管
理
が
行
な
わ
れ
た
が
、
彼
ら
と
て
歴
と
し
た

繋
累
の
兵
士
で
あ
り
、
任
務
と
し
て
雑
役
に
従
事
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
配
軍
人
の
労
役
は
恩
赦
等
に
伴
う
放
免
の
措
置
が
取
ら
れ
な

い
限
り
継
続
さ
れ
、
明
確
な
刑
期
が
な
い
。
配
役
は
こ
の
点
で
決
定
的
に
異

な
る
の
で
あ
る
。
配
役
は
あ
く
ま
で
も
有
期
の
労
役
刑
で
あ
り
、
恩
赦
が
な

く
と
も
所
定
の
年
限
さ
え
服
役
す
れ
ば
そ
れ
で
釈
放
さ
れ
る
。
た
と
え
同
じ

場
所
で
労
役
に
服
し
て
い
て
も
、
両
者
の
立
場
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

①
滋
賀
「
刑
罰
の
歴
史
」
一
〇
四
頁
。

②
　
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
後
半
獄
官
令
第
一
七
条
。
諸
犯
歯
応
配
居
作
者
、
在

　
京
送
野
作
監
、
婦
人
送
少
二
藍
自
作
、
在
外
州
者
、
供
当
処
宮
役
、
当
処
無
官
作

　
者
、
修
理
城
陸
倉
庫
、
及
公
癖
雑
役
、
犯
流
応
居
作
春
亦
准
此
、
婦
人
亦
留
当
州
、

　
縫
作
及
配
春
。
同
じ
く
一
八
条
。
諸
流
徒
罪
居
作
者
、
砦
著
鉗
、
若
無
自
評
底
盤

　
伽
、
病
及
有
保
者
脳
脱
、
不
自
著
巾
帯
、
毎
旬
給
假
一
二
、
謄
寒
食
各
二
目
、
不

　
得
出
所
役
之
院
、
患
假
者
陪
臼
、
役
満
逓
送
本
属
。

③
　
　
『
網
…
統
』
巻
一
二
、
名
例
律
、
犯
流
徒
罪
。
内
容
は
二
二
を
参
照
。

④
　
『
宋
史
』
巻
一
六
五
、
職
官
志
、
将
作
鷹
。
旧
制
、
判
監
事
｝
人
、
黒
蜜
官
以

　
上
畳
。
凡
土
木
工
匠
之
政
・
京
都
繕
導
管
三
矯
修
造
案
、
本
譜
但
掌
飼
祝
・
供
省

　
牲
牌
・
鎮
石
・
焼
香
・
盟
手
・
焚
版
幣
之
購
。

⑤
　
　
燭
長
編
』
巻
八
、
二
塁
五
年
二
月
癸
齋
。
御
史
壁
上
言
、
伏
見
大
理
工
断
徒
罪

　
入
、
非
官
当
・
贈
品
言
外
、
送
将
作
監
役
者
、
其
将
作
曲
兼
充
書
作
使
、
強
雨
左
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宋代の流刑と配役（辻）

　
校
・
登
校
・
三
校
署
、
比
来
工
役
、
並
在
此
司
、
今
難
有
其
名
、
無
上
役
使
、
或

　
遇
祠
祭
供
水
火
、
則
有
本
司
供
官
、
欲
盟
令
大
理
寺
依
格
式
断
遣
徒
罪
人
後
、
並

　
送
付
作
坊
応
役
。
従
之
。

⑥
　
詔
、
聞
両
京
．
諸
路
隷
忠
靖
徒
役
人
、
刺
頚
髄
即
実
衣
糧
、
群
舞
愚
者
止
給
囚

　
人
日
食
、
各
有
家
属
、
或
盃
置
乏
、
宜
令
自
今
依
製
罐
之
。

⑦
　
『
宋
史
』
巻
一
八
九
、
貴
志
、
廟
兵
、
建
隆
以
来
之
制
、
歩
軍
の
条
。

⑧
兵
士
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
王
曾
喩
『
宋
朝
兵
漏
初
探
』
（
中
華
難
局
、
一
九

　
八
ゴ
　
年
）
二
｝
五
～
二
三
五
頁
を
参
照
。

⑨
『
宋
会
要
』
刑
法
七
－
七
、
大
中
祥
符
八
年
六
月
。
詔
、
忠
端
（
靖
の
誤
り
）

　
六
軍
人
員
十
将
、
今
後
不
得
帆
有
取
受
本
指
揮
兵
士
及
諸
色
配
役
人
等
銭
物
、
其

　
瓦
役
処
並
仰
置
簿
、
次
第
均
勾
差
遣
、
傍
各
用
心
都
轄
、
常
須
斉
整
、
無
口
瀦
作

　
過
犯
、
如
違
許
人
陳
告
沸
勘
藤
野
虚
犯
、
当
行
決
配
、
墨
取
受
却
銭
物
人
免
罪
、

　
陳
告
人
若
島
忠
靖
六
軍
、
常
与
優
軽
処
執
役
、
如
是
被
取
受
注
長
物
人
、
並
不
陳

　
告
、
致
別
有
彰
露
、
亦
当
重
断
、
伽
令
各
置
板
榜
抄
録
、
宣
念
於
本
営
張
掛
（
先

　
是
、
以
忠
烈
六
軍
所
（
術
字
か
）
軍
校
、
凡
受
其
貨
賂
三
瀬
優
假
之
、
無
二
野
者

　
則
委
之
重
役
、
頗
非
曝
露
、
故
条
約
之
）
。

⑩
　
　
『
宋
史
』
巻
一
八
九
、
兵
志
、
三
兵
、
建
隆
以
来
之
制
、
歩
軍
の
条
。

⑪
　
『
宋
会
要
』
刑
法
四
i
一
〇
、
天
壁
元
年
七
月
。
侍
衛
歩
軍
司
（
言
）
、
開
封

　
府
勘
断
不
刺
面
罵
忠
靖
徒
役
人
、
本
司
ロ
ハ
是
令
名
指
揮
三
管
、
日
支
口
食
、
膝
節

　
級
監
赴
八
作
司
徒
役
、
至
夜
帰
営
、
欲
乞
今
後
直
送
八
作
司
、
轄
下
司
分
収
管
。

　
従
之
。

⑫
　
『
宋
史
陶
巻
一
八
九
、
兵
志
、
痛
兵
。
廟
三
者
、
諸
州
之
鎮
兵
也
、
内
総
子
侍

　
衛
司
。

⑬
　
　
『
宋
史
』
巻
一
六
五
、
職
官
志
、
将
作
監
。
東
西
八
作
司
、
掌
京
城
内
外
修
繕

　
之
事
。

⑭
『
宋
紀
要
隔
職
官
三
〇
1
九
、
天
聖
元
年
正
月
。
勾
当
入
作
司
田
承
説
言
、
本

　
司
所
轄
広
備
兵
士
及
八
作
司
長
行
内
、
膚
善
工
藝
匠
人
、
多
本
司
軍
官
占
充
当
藏

　
（
下
略
）
。
「
長
行
」
と
は
ビ
ラ
の
兵
士
を
い
う
（
王
曾
喩
『
宋
朝
兵
制
初
探
隔
二

　
四
七
頁
）
。

⑮
　
　
『
宋
会
要
駈
刑
法
四
一
一
（
＝
二
九
頁
注
②
の
続
き
）
。
京
城
有
配
窩
務
・
忠

　
靖
田
鰻
軍
櫨
守
、
亦
有
自
中
岡
配
河
北
屯
田
雨
着
。

⑯
　
　
『
宋
会
要
騒
刑
法
四
一
一
四
、
天
聖
五
年
（
一
〇
二
七
）
九
月
八
碍
。
汀
州
言
、

　
調
帳
見
管
雑
試
製
軍
三
百
五
十
九
人
、
並
豊
富
跡
賊
盗
三
舞
、
人
数
稽
多
、
望
権

　
住
配
。
空
軍
。

四
結
び
に
か
え
て

　
宋
代
の
配
役
は
、
浜
町
の
居
作
の
流
れ
を
汲
む
か
に
見
え
て
、
た
と
え
ば

都
で
は
将
作
監
が
官
営
工
房
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
し
て
い
た
た
め
に
、
実

際
の
労
役
は
作
坊
な
ど
そ
れ
以
外
の
工
房
で
行
な
わ
れ
た
ば
か
り
か
、
の
ち

に
は
配
役
人
で
あ
り
な
が
ら
雑
役
部
隊
た
る
陸
軍
に
送
り
込
ま
れ
て
労
役
に

服
す
る
と
い
う
、
極
め
て
便
宜
的
に
現
実
に
対
癒
し
た
形
を
と
っ
て
執
行
さ

れ
て
き
た
。
彼
ら
と
と
も
に
雑
役
に
当
っ
て
い
た
廟
軍
兵
士
も
ま
た
、
そ
の

多
く
が
犯
罪
に
よ
っ
て
軍
兵
に
身
を
落
と
し
た
者
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
両

者
は
異
な
る
待
遇
を
受
け
、
そ
れ
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
最
大
の
相
違
点
は
、
前
述
の
刑
期
の
こ
と
を
除
け
ば
、

刺
面
の
有
無
で
あ
ろ
う
。
朧
軍
兵
士
の
顔
面
に
入
れ
墨
が
施
さ
れ
た
の
は
、

配
軍
と
い
う
刑
罰
の
成
立
事
情
に
由
来
す
る
。
州
に
お
い
て
論
刑
さ
れ
た
罪

人
の
う
ち
、
奏
裁
の
た
め
赴
閥
、
つ
ま
り
都
に
護
送
さ
れ
る
者
は
顔
面
に
入

れ
墨
を
さ
れ
た
。
本
来
か
か
る
死
刑
囚
に
は
、
皇
帝
の
判
断
に
よ
り
死
一
等
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を
減
じ
て
配
流
刑
が
科
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
赴
闘
の
途
上
で
逃
亡
・
落
命

す
る
者
が
多
く
、
な
に
よ
り
も
奏
裁
件
数
が
膨
大
な
数
に
の
ぼ
っ
た
た
め
に
、

廟
軍
へ
の
編
入
つ
ま
り
賊
軍
が
新
た
な
「
減
死
一
等
の
刑
」
と
し
て
刑
罰
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
刺
面
は
赴
闘
の
際
の

逃
亡
防
止
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
刺
面
と
配
軍
刑
と
は

元
来
別
個
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
の
ち
に
は
一
種
の
恩
恵
的
措
置
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
配
軍
人
へ
の
刺
面
を
免
除
す
る
場
合
も
現
わ
れ
、
そ
の
せ
い
か
、
逆
に

刺
面
も
配
軍
刑
の
構
成
要
素
の
一
部
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
労
役
刑
の
系
統
に
属
す
る
宋
代
の
執
行
刑
に
は
、
折
滅
法
に
よ
る
流
刑
の

代
替
刑
た
る
配
役
と
配
軍
刑
と
が
並
存
し
て
い
た
。
律
（
刑
統
）
に
よ
る
流

罪
人
に
は
隠
元
の
の
ち
配
役
が
課
さ
れ
、
奏
裁
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
重
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

人
は
脊
杖
・
三
面
の
上
、
配
軍
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
編
配
の
事
例

の
ほ
う
に
目
が
ゆ
き
が
ち
な
の
は
、
そ
れ
が
重
大
事
案
と
し
て
特
筆
さ
れ
た

が
ゆ
え
に
現
存
の
史
料
中
に
頻
見
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
に
較
べ
れ
ば
軽

微
な
流
刑
の
執
行
刑
た
る
配
役
の
実
例
が
あ
ま
り
見
轟
ら
な
い
の
は
、
当
然

か
も
知
れ
な
い
。
通
説
が
執
行
刑
と
し
て
の
配
役
の
存
在
を
等
閑
視
し
て
き

た
原
因
も
実
は
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
加
え
て
、
配
軍
は
北

宋
中
頃
か
ら
南
宋
に
か
け
て
か
な
り
複
雑
な
変
化
を
遂
げ
る
。
は
じ
め
、
罪

人
の
現
住
地
の
廟
軍
に
編
入
さ
れ
る
懸
罰
で
あ
っ
た
配
軍
刑
は
、
死
刑
囚
の

削
減
と
い
う
大
前
提
の
も
と
、
配
流
刑
の
抱
え
る
問
題
解
決
と
相
倹
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

強
制
移
動
の
要
素
を
含
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
北
畑
半
ぱ
以

降
は
、
敷
に
よ
る
刑
罰
が
本
刑
を
華
壇
的
五
刑
に
よ
っ
て
規
定
し
、
特
別
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

場
合
に
つ
い
て
編
配
を
科
す
と
い
う
体
裁
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
、
そ

の
場
合
で
も
根
幹
と
な
っ
て
い
る
の
は
律
の
五
刑
で
あ
り
、
孝
思
法
な
の
で

あ
る
。
惣
髪
刑
は
、
律
の
五
刑
と
は
系
統
を
異
に
し
、
宋
代
に
な
っ
て
死
刑

と
流
刑
の
中
間
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
刑
罰
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
稿

を
終
え
た
い
と
思
う
。

　
③
辻
「
配
軍
」
一
一
～
一
二
頁
。

　
②
　
た
と
え
ば
、
神
宗
の
煕
寧
年
間
に
、
官
人
（
命
官
）
へ
の
刺
面
が
免
除
さ
れ
た
。

　
　
『
宋
史
』
巻
三
四
〇
、
蘇
碩
伝
。

　
③
　
こ
れ
以
外
に
、
配
流
や
編
管
な
ど
に
処
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

　
④
辻
「
配
軍
」
一
六
～
ニ
ニ
頁
。

　
⑤
　
川
村
「
玉
杖
法
」
九
二
～
一
〇
〇
頁
。
＝
二
九
頁
注
⑬
に
掲
げ
た
資
料
は
そ
の

　
　
一
例
に
す
ぎ
な
い
。

　
〔
附
…
記
〕
　
宏
・
稿
は
、
憎
即
成
六
年
山
皮
文
部
省
科
学
帽
耕
究
費
補
助
A
皿
（
帰
笑
励
研
究
㈲
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
滋
賀
医
科
大
学
助
教
授
　
草
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